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宮城県国民健康保険団体連合会 
November 2025 

No.74    
     

 

 

～宮城県国民健康保険団体連合会は、 

ＩＳＭＳの国際規格「 ISO/IEC27001」の 

認証取得団体です～ 

国保だより 
https://www.miyagi-kokuho.or.jp 

 
保険医療機関・保険調剤薬局の皆様へ 

 

入院時食事療養費に係る標準負担額の請求について 

入院時食事療養費について、誤った区分で標準負担額を請求している事例が多く見受けられますので、請求される

際はご注意ください。 

 

事例① 標準負担額区分が「低所得者Ⅰ」（70歳以上の高齢者）の１食あたりの金額 

正しい請求 誤りの多い請求 

１１０円（１食あたり） 

 ５１０円（１食あたり） 

⇒５１０円は区分「一般」（７０歳以上の高齢者）の 

標準負担額になります。【下表「参考」を参照願います。】 

 

事例② 標準負担額区分が「低所得者Ⅱ」（70 歳以上の高齢者・過去１年間の入院期間が 90 日以内）の１食あたりの

金額 

正しい請求 誤りの多い請求 

２４０円（１食あたり） 

１１０円（１食あたり） 

⇒１１０円は区分「低所得者Ⅰ」（７０歳以上の高齢者）の 

標準負担額になります。【下表「参考」を参照願います。】 

 

【参考】入院時食事療養費の標準負担額 （2025年４月～）

一般（70歳未満） 70歳以上の高齢者

●（例外１）指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等 300円

●（例外２）精神病床入院患者（※） 260円

●過去１年間の入院期間が90日以内 240円

●過去１年間の入院期間が90日超 190円

該当なし 低所得者Ⅰ

※　2015年４月１日以前から2016年４月１日まで継続して精神病床に入院している患者

区分

110円

標準負担額（１食当たり）

一般 一般

低所得者
（住民税非課税）

低所得者Ⅱ

510円
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オンライン請求機関に係る各種帳票Ｗｅｂ公開日 

オンライン請求機関に係る各種帳票は公開期間内に必ずダウンロードしてください。公開期間を過ぎるとダウンロードが

できなくなりますのでご注意ください。 

 

帳票名 
オンライン請求システム 

帳票格納先 

データ 

形式 

公開期間 

※公開月含む 

公開日 

公開 

基準日 

（例） 

11月請求分 

返戻レセプト 返戻レセプト CSV形式 

３か月 

毎月５日 12月5日 

増減点返戻通知書 

各種帳票等→振込額 PDF形式 

資格確認結果連絡書 

過誤・再審査結果通知書 

過誤調整結果通知書 

国保審査連絡書・国保再審査連絡書 

特別療養費の審査結果 

国保中央会特別審査関係帳票 

増減点連絡書 各種帳票等 

→増減点連絡書 

CSV形式 12か月 
返戻内訳書 各種帳票等 

→返戻内訳書 

資格確認結果連絡書 各種帳票等 

→資格確認結果 

診療（調剤）報酬等支払額決定通知書 

各種帳票等→振込額 PDF形式 ３か月 毎月15日 12月15日 
支払額決定通知書内訳書 

社保乳幼児医療費返戻内訳表 

社保乳幼児過誤調整結果通知書 

 

 

 

 

 

※本会ホームページ（httpｓ://www.miyagi-kokuho.or.jp）にも掲載しておりますので、ご活用ください。 

「宮城県国民健康保険団体連合会」→「医療機関のみなさまへ」→「請求期日・支払日・送付日一覧」→「オンライン請求機関に係るＷｅｂ公

開日」 

 

支払額決定通知書等の再発行 

 診療（調剤）報酬等支払額決定通知書等は、確定申告等に必要となる書類です。大切に保管されますようお願いいた

します。万一紛失やダウンロード可能期間を過ぎてしまった場合、再発行の手続きが必要となります。本会ホームページ

から「診療（調剤）報酬等支払額決定通知書等再発行依頼書」の様式を印刷し、所要事項を記載の上、本会審査管理課

あてに送付ください。また、送付の際には返信用封筒（医療機関等住所と宛名を記載し、切手を貼付したもの）を同封の

上郵送願います。

※本会ホームページ（httpｓ://www.miyagi-kokuho.or.jp） 

「宮城県国民健康保険団体連合会」→「医療機関のみなさまへ」→「支払額決定通知書等の再発行」 

公開日 公開期限（ダウンロード期限） 

（例）11月 5日 11月 5日から 1月 31日までの 3か月間 

（例）12月 15日 12月 15日から 2月 28日までの 3か月間 
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乳幼児医療費請求書（社保用）（連記式請求書）の請求 

（１）提出の際の注意点について 

提出の際は、「社会保険分総括表」を必ず１枚作成して、連記式請求書の先頭に添付し、 ホチキス等でまとめて綴

じてください。当月請求分と月遅れ請求分がある場合についても、総括表は１枚にまとめて記入してください。 

また、既に請求済みの過去分を再度請求される事例が複数見受けられます。提出の際は、重複請求とならないよう

診療月及び提出状況を再度確認願います。 

 

（２）返戻依頼について 

 乳幼児医療費請求書（社保用）（連記式請求書）の返戻依頼については、請求書提出月の 25 日（12 月は 20 日）ま

で必着で本会に提出願います。翌月以降は各市町村へお問い合わせください。なお、診療（調剤）報酬明細書の返戻

依頼とは様式が異なりますのでご注意ください。様式は本会ホームページからダウンロード可能です。 

※本会ホームページ（httpｓ://www.miyagi-kokuho.or.jp） 

「宮城県国民健康保険団体連合会」→「医療機関のみなさまへ」→「診療報酬等請求」→「社会保険乳幼児医療費請求書の返戻依頼様式 

（ＰＤＦ）」 

 

レセプト提出にあたってのお願い 

（１）給付割合相違に係るレセプト再請求について 

給付割合相違で返戻となったレセプトを本会へ再請求する場合には、「給付割合」の訂正と併せて、所得区分に応

じた「特記事項欄」や「負担金額欄」の訂正が必要となる場合がございますのでご注意願います。 

  

（２）特別療養費のレセプト提出について 

「国民健康保険資格証明書」に係る特別療養費のレセプト提出については、紙レセプトでの提出となります。 

 「特別療養費に係る療養についての事務処理について」（昭和 63 年厚生省保険局通知）により、レセプト上部余白

に「特別療養費」と朱書きし、通常請求分の総括表及び請求書には含めず、レセプトのみ提出してください。 

なお、公費併用の場合は取扱いができませんのでご注意願います。 

 

（３）第三者行為求償事務に係るレセプト提出について 

交通事故など第三者の不法行為によるレセプトを提出する際は、特記事項欄に「10第三」の記載が必要となります。 

また、第三者行為による治療が終了した場合には、特記事項欄から「10第三」の表示を削除してください。 

 

振込額データダウンロード配信帳票へのパスワード設定 

オンライン請求医療機関には、オンライン請求システムにより各種帳票を公開しておりますが、支払額に係る一部帳

票を管理者のみ閲覧可とするパスワード設定を令和７年７月から開始しております。申請方法等を記載したリーフレット及

び申請書につきましては、本会ホームページをご確認ください。 

※本会ホームページ（httpｓ://www.miyagi-kokuho.or.jp） 

「宮城県国民健康保険団体連合会」→「医療機関のみなさまへ」→「お知らせ」→「振込額データダウンロード配信帳票へのパスワード設定に

ついて」 
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診療（調剤）報酬の提出及び支払予定日等について 

令和７年 12 月以降の診療（調剤）報酬請求書の提出協力日等は、以下のとおりですので早期提出にご協力願います。 

窓口における受付時間は、各日とも午前８時 30分から午後５時 15分までとなっております。 

郵送又は宅配による提出の場合は、請求締切日の受付時間内に到着するように提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

２０２５年度 診療報酬請求書等受付期限・診療報酬支払予定日日程表 

※１ 早期支払の対象となるのは、電子レセプト請求の届出をしている医療機関等です。 

※２ 「特定健診・特定保健指導」、「介護給付費」等の支払に関する日程表については、本会ホームページ（https://www.miyagi-kokuho.or.jp）

を御確認ください。 

※３ 令和８年１月10日は土曜日となっています。普通扱いとする郵便による提出についてはご注意願います。 

 

 

区分等 

提出月 

オンライン、磁気媒体又は紙レセプト請求 医療機関支払予定日 

提出協力日 提出期限  早期支払（※１） 早期支払以外 

令和７年１２月 ９日（火） 
 

 

毎月10日 

 

 

※オンライン請求について受付・事務

点検 ASP 結果の訂正は、12 日が提

出期限となります。 

令和７年１２月 22日（月） 25日（木） 

令和８年 １月 ９日（金） 令和８年 １月 20日（火） 29日（木） 

令和８年 ２月 ９日（月） 令和８年 ２月 20日（金） 26日（木） 

令和８年 ３月 ９日（月） 令和８年 ３月 23日（月） 30日（月） 

○お願い 
社会保険乳幼児医療費請求書及び助成申請書等は毎月１０日必着
で送付してください。 
※１０日消印では間に合いません。お早めに発送をお願いします。 

※１１日以降に届いた書類は、受付できないため返却させていただく場合がございます。 

 

発行月： 令和７年 11月   

発行所： 仙台市青葉区上杉１丁目２番３号  

宮城県国民健康保険団体連合会  

発行人： 事務局長 早 坂 敏 幸 

U R L：https://www.miyagi-kokuho.or.jp 

（審査業務課）T E L：0 2 2 - 2 2 2 - 7 0 7 5 F A X：0 2 2 - 2 2 2 - 7 1 0 7 

（審査管理課）T E L：0 2 2 - 2 2 2 - 7 0 7 4 F A X：0 2 2 - 2 2 2 - 7 1 0 7 

（情報管理課）T E L：0 2 2 - 2 2 2 - 7 1 7 0 F A X：0 2 2 - 2 2 2 - 7 0 7 2 

 

 

厚生労働省ホームページ（httpｓ://www.mhlw.go.jp）に最新情報が掲載されておりますので、是非、ご活用ください。 

➢厚生労働省トップページ→政策について→分野別の政策一覧→健康・医療→医療保険→ 

診療報酬関連情報→令和６年度診療報酬改定 

令和７年度薬価改定 

http://www.mhlw.go.jp/

